
◇よくある質問 

 

 

 

 

 

 

  

郵便等での案内は行っておりません。ご了承ください。 

 

 

 

  審査の結果によっては、全額免除とはならず、授業料を納付していただくことがあり 

ますので、減免申請の有無にかかわらず、口座振替の手続きは必要です。 

 

 

 

  振替不能となった原因によって、対応が異なります。対応方法は追って通知しますの

で、しばらくお待ちください。 

 

 

 

 

判定結果が判明した後に口座振替を実施しますので、満額が引き落とされることはあ

りません。なお、減免審査に時間がかかってしまった場合は、判定結果とともに振込依

頼書を発送しますので、納付期限までに金融機関の窓口にて納付してください。 

 

 

 

 

  振替指定日は、５月と 10 月しか設定しておりませんので、口座振替はご利用いただけ 

ません。振込依頼書を発送しますので、納付期限までに金融機関の窓口にて納付してく 

ださい。 

 

 

 

  振替指定日は、５月と 10 月しか設定しておりませんので、口座振替はご利用いただけ 

ません。振込依頼書を発送しますので、納付期限までに金融機関の窓口にて納付してく 

ださい。 

 

  

Ｑ１．振替指定日の前に、案内等はありますか。 

口座振替について 

Ｑ３．振替指定日に引き落としが実施されませんでした。どうすればいいですか。 

Ｑ４．減免申請をしたのですが、振替月に入っても判定結果が届きません。振替指

定日には授業料の満額が引き落とされるのでしょうか。 

Ｑ５．授業料について分納（もしくは延納）許可の判定を受けましたが、口座振替

は出来ますか。 

Ｑ２．減免申請を予定しているのですが、口座振替の手続きは必要ですか。 

Ｑ６．寮費について月ごとの口座振替はできますか。 



 

 

 

 

 

  

前期：５月中旬、後期：10 月中旬に、振込依頼書を発送します。納付期限までに、金

融機関の窓口にて納付してください。 

 

 

 

  どなた名義の口座でも登録は可能ですが、原則として、学生本人又は保護者等名義の

口座を登録してください。 

 
 

 

  学生証に記載の学籍番号を入力してください。 

 
 
 
 
  各金融機関サイトにおいて、口座名義人の本人確認を行うために必要となります。本

学はこの情報を入手できませんので、ご安心ください。 

 

 

 

  インターネットでの登録の場合、登録期間内であれば、再度 WEB サイトからの登録が

可能です。書面での登録の場合、本学の総務企画課まで「預金口座振替依頼書自動払込

申込書」を取りに来ていただき、再度提出してください。 

 

 

 

  １回登録すれば、卒業まで再度登録する必要はありません。 

 

 

 

 

 同じ口座か別口座にするか選択できるようにしています。なお、別口座を選択される

場合は登録時に「授業料振替口座」と「寮費振替口座」の登録作業を別々に行っていくだ

さい。（登録作業を２回行う必要があります。） 

Ｑ７．登録期限までに口座登録ができませんでした。どうすればいいですか。 

Ｑ８．登録する口座は、学生本人名義の口座にした方がいいですか。 

Ｑ10．インターネットでの口座登録の際、なぜキャッシュカードの暗証番号等を入 

力する必要があるのでしょうか。 

Ｑ11．一度登録した口座を変更したいのですが、どうすればいいですか。 

Ｑ12．振替口座の登録は毎年する必要がありますか。 

振替口座の登録について 

Ｑ９．インターネットでの口座登録の際、入力する学籍番号が分かりません。 

Ｑ13．授業料と寮費は同じ口座で登録する必要がありますか。 


